
 

令和２年度 第７回 横浜市市庁舎商業施設運営事業者選定評価委員会 
会議録 

日 時 新型コロナウィルス感染症拡大防止のため次のとおり開催 
〇令和２年４月６日（月）～５月 11 日（月）  

各委員への持ち回り説明、開業後業務計画の審議、各委員からの意見のとりまとめ及び 
各委員への確認、意見聴取、各委員からの意見に対する考え方の整理 

〇令和２年５月 12 日（火）～６月５日（金） 
 全委員へ各委員の意見と意見に対する考え方を共有、意見聴取 
〇令和２年６月８日（月）～24 日（水） 
 開業後業務計画の承諾の再確認、委員からの意見と意見に対する考え方の最終確認 

開催場所 新型コロナウィルス感染症拡大防止のため次のとおり実施 
・各委員への持ち回り説明及び審議は委員の事務所等で個別に実施 
・意見のとりまとめ・最終確認等は紙面によって実施 

出 席 者 三村 優美子委員長、池田 陽子委員、石川 清貴委員、大久保 千行委員、長尾 ゆき子委員、 
足立 慎一郎委員 

欠 席 者 ― 
開催形態 非公開 
議 題 １ テナント募集活動の結果の報告 

２ 開業後業務計画の審議 
決定事項 ２ 開業後業務計画について、承諾された。 
議 事 【会議の公開・非公開についての確認】 

議題１「テナント募集活動の結果の報告」、議題２「開業後業務計画の審議」は、事業者の商

業施設運営に係るノウハウ等を含むため、それらを公開することで事業者の権利利益等を害

する恐れがあると考えられ、このような議題については非公開とすることを、第１回の会議

で決定していることを確認 

 

【委員からの意見と意見に対する考え方】 

 別紙のとおり 

 
資 料 （１）リーシング進捗図面 

（２）開業後業務計画 

（３）確定テナントリスト 

 



　　　　　　　　　　　　　　主な意見 商業施設運営事業者の考え

【議題１】テナント募集活動の結果の報告
市役所の職員は予定通り移転してくると聞いているし、とにかく（商業施設開業に当
たっての）最初の一歩なので、京急に持っているノウハウを存分に使ってもらって今
回の苦しい状況を乗り越えてもらいたい。

（新型コロナウィルス感染症拡大の）この苦しい環境下にありながら、引き続き開業
に向け準備を進めているテナントに寄り添い、にぎわいや活力の創出、市民の方々や
市職員の方々の利便性向上を掲げた施設開業を迎えられるよう、尽力してまいりま
す。

当初の提案通りブックカフェが実現できたことはよかったが、２階のカルチャーゾー
ン全体としてみると、コンセプトが見えにくくなっている。

開業後は各店舗の特色を打ち出しつつ、「新しい横浜」の発信拠点としての取り組み
を各店舗へ促し、業態が異なりながらもコンセプトの統一を目指してまいります。

最近は食に興味を持つ人が多く、食べることが好きだから、WELLNESSのコンセプトは
支持されるのではないかと思う。

―

新市庁舎ができたことで桜木町と馬車道との距離が一気に縮まった感じがする。近く
なったようなイメージが出てきた。

―

開業後半年くらいで運営状況が変わってくるテナントも出てくる（撤退したい、場所
を広げたいなど）可能性もある。

―

当初想定していた各フロアの条件から大きく逸脱することなくリーシングが進んだこ
とを確認できた。

―

モバイルバッテリーのレンタルサービスは観光客や仕事をしている人にとってはあり
がたいサービスだと思う。

―

【議題２】開業後業務計画の審議
〇全体
事業計画については、提案時から抜本的にコンセプトが変わったということはないと
いうことが確認できた。

―

想定賃料総額は、提案時の水準を確保する形となっているが、コロナの影響により、
今後下振れするリスクがあると思われるため、引き続き要留意。

先行きが不透明な中、テナント側には継続してモチベーション維持を図ってもらうべ
く、テナント本部、現場双方へのヒアリングを密に行い、課題、改善に向け迅速に対
応できるよう、運営事業者としての体制も整えてまいります。

市の職員にもより積極的に利用してもらうよう促す仕組みづくりも必要 テイクアウトの充実、体制強化に加え、市役所内でのランチシフトに対応すべく、
ピーク時間外利用でのサービス付与をテナントへ検討依頼しております。また、一部
テナントにおいては、独自のサービスも検討していることから、引き続き情報収集に
努め、市職員の方々に開示、提供してまいります。

市役所とセットのプロジェクトなのでぜひ一体で盛り上げていってほしい。 横浜市はもとより、アトリウム運営事業者等、関係各所との情報共有を随時行い、市
民の方々に開かれたパブリックスペースとして、一体となり盛り上げていきたく思っ
ております。

京急には当初の熱意をずっと持ち続けてもらって横浜の鉄道会社として頑張ってもら
いたい。

「YOKOHAMA PREMIUM PUBLIC（横浜市民が共有する付加価値の高いパブリックスペー
ス）」というコンセプトを引き続き念頭に置きながら、港町・横浜という歴史あるコ
ンテンツににぎわいと利便性を加え、魅力ある商業施設をつくってまいります。

土日などの集客は課題と思うので、イベント企画などテナント支援を充実させてほし
い。

出店テナントが集客強化面として総じて求めている、アトリウム開催イベントとの連
携を積極的に図るとともに、個々のテナントでのワークショップや各種イベント企画
を集約し、ホームページを中心に情報提供を行ってまいります。

あまり京急電鉄の色を強く出しすぎないように。 市役所という特性、市民の憩いの場というシチュエーションを常に念頭に置いた販促
展開等を心がけてまいります。

事故やトラブル等の緊急情報は、京急と市で迅速かつ密に情報共有を図ってもらいた
い。

横浜市との直接の情報共有はもとより、建物管理会社中心とした関係各所との連携も
密に図り、迅速に対応してまいります。

〇支払方法・仕組み関連
消費者は皆多様な形態で支払うのでQRコードの活用も必須 テナントへの貸与端末においては、マイナポイント事業が開始される2020年９月頃よ

りコード決済対応（１次元バーコードのみ、QRコード未対応）が可能となります。
対応可能コード決済サービス：ALIPAY、LINE Pay、メルペイ、d払い、PayPay、楽天ペ
イ、au PAY

京急のポイントだけでは使用できる範囲が限られているのではないか。 京急プレミアポイントは、京急百貨店、ウィング、京急ストアなど京急沿線中心に展
開する流通施設や、葉山マリーナなどのレジャー施設のほか、羽田空港、横浜ポルタ
など様々な施設、店舗（45社235施設）が加盟しているポイントサービスであり、会員
数は約89.6万人（2020年３月末時点）です。たまったポイントは、京急プレミアポイ
ント券に交換し、京急プレミアポイント加盟店において金券としてご利用いただくこ
とができるほか、ＡＮＡマイルとの相互交換も可能となっております。京急沿線にお
住まいで日頃より沿線施設をご利用いただいている市民の方々、市職員の方々中心
に、市役所への来庁時、ご勤務時にご利用いただくきっかけとなればと思っておりま
す。

中核テナントを中心としたテナント運用と共通したキャッシュレスの仕組みづくりが
重要になってくると思う。

交通系ICカードは便利（一番使いやすい）なので利用できるようにしてほしい。

市民（利用者）にとってキャッシュレスは楽。市役所の中の商業施設はキャッシュレ
スで楽と思ってもらえるような仕組みを作ってほしい。

特定の店が個別のカードで顧客を抱え込む時代ではなくなってきている。あくまでも
市役所のユニバーサルな空間であることを忘れないように。

ハウスカードの活用法として、特に当該施設においては、顧客属性の分析ツールとし
て活用したく考えております。単に買上金額に応じて優遇策を講じるというよりは、
施設全体、そしてテナント毎の利用頻度や年齢層、居住地域等を分析し、各テナント
の立位置から課題（「強み」「弱み」）を抽出のうえ、ヒアリングに活かし、継続し
て「よい施設」「よい店舗」づくりを目指すツールとして活用してまいります。

〇広報・販促関連
交通広告等の対象を広くすべき。京急沿線のみにとどまらずもう少し範囲（東急線、
相鉄線、JR線、地下鉄など）を広げてほしい。

開業宣伝における交通広告については、最寄り駅を中心とした展開にしてまいる予定
です。現状では、ＪＲ桜木町駅改札内外、みなとみらい線馬車道駅改札内外をメイン
に計画し、当社線としては横浜駅および車内中吊りにてフォローしてまいります。

販促には、例えばテーブルナプキンにロゴを入れるなど工夫してもらいたい。 各テナントでの日常的な備消品においては、各テナントのオリジナリティを出してい
ただきながら、歳時記中心とした施設全体、またはカテゴリーごとでの販促展開時に
は、共通のアテンションツールやノベルティ等を制作し、施設としての一体感とス
ケールメリットを創出してまいります。

当該施設のキーコンテンツである「フードホール」「ブック＆カフェ」「スペシャリ
ティレストラン」を軸とした運営や販促展開は、永続的に実施してまいります。
キャッシュレスについては、テナント貸与端末にて決済可能なクレジット、電子マ
ネー、銀聯カードはもちろん、2020年９月以降には一部バーコード決済を可能とする
ことで、来庁者および市職員の方々の利便性をさらに高めてまいります。
テナント貸与端末において利用可能な交通系ICは、Suica、PASMO中心とした主要カー
ドを網羅しており、さらに電子マネーではEdy、iD、WAON、nanaco、QUICPayがご利用
いただけます。



〇新型コロナウィルス感染症拡大防止関連
今回のコロナ禍は、誰にも想定できなかった影響の極めて甚大な不可抗力リスクに該
当すると思料。今後の動向によっては、市－マスタ－レッサー－エンドテナントの関
係者間で、相互に誠意をもってより柔軟な契約協議を行うなど、良い形でプロジェク
トを継続できるようにつとめて頂きたい。

先行きが不透明な中、テナント側には継続してモチベーション維持を図ってもらうべ
く、テナント本部、現場双方へのヒアリングを密に行い、課題、改善に向け迅速に対
応できるよう、運営事業者としての体制も整えてまいります。こうしたヒアリング体
制強化とともに、テナントから吸い上げた状況や要望等を横浜市と随時共有のうえ、
テナントがいかに心地よい環境下で営業継続できるかを常に模索してまいりたく思っ
ております。

昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、今後、飲食店ではテイクア
ウト体制の強化も検討していくことも必要になってくると思う。

今回の新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、３密対策の一環として、テイクア
ウトの強化も図っていくべき。

コロナ禍の影響で、パススルーの賃料が今後どうなっていくのか、不安な部分はある
が、まずは可能な形での開業が大切である。その後の課題について、現時点ではなか
なか見通せないが、今回のマスターリース契約の利点を柔軟に生かして、迅速かつ適
切に対応していってほしい。

コロナ影響の収束が見通せない状況下ではありますが、各出店者の経済面にできる限
りの配慮を行い、全店舗の早期開業を目指して参ります。

もともと、6、000名以上の市職員のランチ需要を満たすべく、フードホール中心とし
た飲食店舗にはテイクアウトの充実を促しており、さらに現環境下での状況はテナン
ト側も十分理解していることから、運営事業者としても引き続き強化に向け動いてま
いります。



 
第７回横浜市市庁舎商業施設運営事業者選定評価委員会 

議事次第 

 
 

                         
１ 議題 

（１）テナント募集活動の結果報告 

 

（２）開業後業務計画       

 

（３）その他 

 
２ 配付資料 

（１）次第 

 

（２）資料１ リーシング進捗図面 

 

（３）資料２ 開業後業務計画 

 

（４）資料３ 確定テナントリスト 


























